
議案第１２５号 

 

川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市市民館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２８年 ９ 月 ５ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市市民館条例の一部を改正する条例 

 川崎市市民館条例（昭和４７年川崎市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第１１条関係） 

種 別 

金     額 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

9時～ 

11時30分 

0時30分～ 

4時30分 

5時30分～ 

9時 
9時～9時 

ホ
ー
ル 

大ホール 

中原 4,070円 6,050円 10,010円 20,130円 

幸 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

7,260円 9,680円 16,720円 33,660円 

リハーサル

室 

幸 

高津 
550円 1,210円 1,650円 3,410円 

多摩 1,100円 2,420円 3,300円 6,820円 

ホ
ー
ル



第６会議室 

中原 

高津 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

集会室 
菅生 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

岡上 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
養
室 

    

 

音楽室 
幸 

中原 
2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

第１音楽室 高津 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

第２音楽室 高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

和室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

日吉 

橘 
660円 770円 1,100円 2,530円 

菅生 880円 990円 1,320円 3,190円 

料理室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

実習室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

種 別 9時～12時 1時～5時 
5時30分～ 

9時 
9時～9時 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
議
室 

大会議室 

幸 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

3,850円 5,390円 6,930円 16,170円 

第１会議室 

幸 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

多摩 

麻生 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

中原 

高津 

宮前 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

第２会議室 

宮前 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

幸 

中原 

高津 

麻生 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

多摩 880円 990円 1,320円 3,190円 

第３会議室 

高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

幸 

中原 

宮前 

麻生 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

多摩 880円 990円 1,320円 3,190円 

第４会議室 

幸 

中原 

多摩 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

宮前 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

高津 

麻生 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

第５会議室 

高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

中原 

多摩 
1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

会
議
室



第６会議室 

中原 

高津 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

集会室 
菅生 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

岡上 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
養
室 

    

 

音楽室 
幸 

中原 
2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

第１音楽室 高津 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

第２音楽室 高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

和室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

日吉 

橘 
660円 770円 1,100円 2,530円 

菅生 880円 990円 1,320円 3,190円 

料理室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

実習室 

幸 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

種 別 9時～12時 1時～5時 
5時30分～ 

9時 
9時～9時 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
議
室 

大会議室 

幸 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

3,850円 5,390円 6,930円 16,170円 

第１会議室 

幸 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

多摩 

麻生 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

中原 

高津 

宮前 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

第２会議室 

宮前 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

幸 

中原 

高津 

麻生 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

多摩 880円 990円 1,320円 3,190円 

第３会議室 

高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

幸 

中原 

宮前 

麻生 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

多摩 880円 990円 1,320円 3,190円 

第４会議室 

幸 

中原 

多摩 

1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

宮前 2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

高津 

麻生 
1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

第５会議室 

高津 1,760円 2,090円 2,750円 6,600円 

中原 

多摩 
1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

教
養
室



視聴覚室 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

学習室 
菅生 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

岡上 880円 990円 1,320円 3,190円 

第１学習室 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

日吉 880円 990円 1,320円 3,190円 

橘 660円 770円 1,100円 2,530円 

第２学習室 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

第３学習室 
日吉 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

橘 880円 990円 1,320円 3,190円 

第４学習室 
日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

茶華道室 岡上 880円 990円 1,320円 3,190円 

体育室 

中原 

高津 

麻生 

440円 770円 1,320円 2,530円 

幸 

宮前 

多摩 

330円 550円 1,100円 1,980円 

岡上 220円 330円 660円 1,210円 

 別表備考第２項に後段として次のように加える。 

この場合において、１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使

用料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 市民館の使用料を改定するため、この条例を制定するものである。 



視聴覚室 

中原 

高津 

宮前 

多摩 

麻生 

2,090円 2,640円 3,410円 8,140円 

学習室 
菅生 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

岡上 880円 990円 1,320円 3,190円 

第１学習室 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

日吉 880円 990円 1,320円 3,190円 

橘 660円 770円 1,100円 2,530円 

第２学習室 

多摩 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

第３学習室 
日吉 1,210円 1,760円 2,200円 5,170円 

橘 880円 990円 1,320円 3,190円 

第４学習室 
日吉 

橘 
880円 990円 1,320円 3,190円 

茶華道室 岡上 880円 990円 1,320円 3,190円 

体育室 

中原 

高津 

麻生 

440円 770円 1,320円 2,530円 

幸 

宮前 

多摩 

330円 550円 1,100円 1,980円 

岡上 220円 330円 660円 1,210円 

 別表備考第２項に後段として次のように加える。 

この場合において、１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使

用料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 市民館の使用料を改定するため、この条例を制定するものである。 


